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皆
さ
ん
が
納
め
る
市
税
は
、福
祉
・
教
育
・
保
健
衛

生
・
消
防
・
除
雪
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
、道
路
・
公

園
・
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
の
整
備
や
維
持
管
理
を

行
う
た
め
に
必
要
な
お
金
で
す
。

●
市
税
な
ど
の
納
期
限

　

29
年
度
の
市
税
な
ど
の
納
期
限
は
、す
べ
て
月
末

（
末
日
が
土
・
日
曜
日
、祝
日
の
場
合
は
翌
日
）で
す
の

で
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

※
住
宅
料
、保
育
料
、水
道
料
、下
水
道
料
、給
食
費
は

毎
月
納
入
で
す
。

●
納
期
限
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

納
期
限
を
守
ら
な
い
方
が
増
え
る
と
、市
の
財
政

を
圧
迫
し
、公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
支
障
が
出
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

28
年
度
以
前
の
税
金
・
料
金
な
ど
の
納
め
忘
れ
が

な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。未
納
が
あ
り
ま
し
た
ら

早
急
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

月
納
め
る
税
金
な
ど

期
別

４
固
定
資
産
税

１
期

５
軽
自
動
車
税

全
期

６
市
道
民
税

１
期

７
固
定
資
産
税

２
期

国
民
健
康
保
険
料

１
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
１
期

介
護
保
険
料

１
期

８
市
道
民
税

２
期

国
民
健
康
保
険
料

２
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
２
期

介
護
保
険
料

２
期

９
国
民
健
康
保
険
料

３
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
３
期

介
護
保
険
料

３
期

10
市
道
民
税

３
期

国
民
健
康
保
険
料

４
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
４
期

介
護
保
険
料

４
期

11
国
民
健
康
保
険
料

５
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
５
期

介
護
保
険
料

５
期

12
固
定
資
産
税

３
期

国
民
健
康
保
険
料

６
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
６
期

介
護
保
険
料

６
期

１
市
道
民
税

４
期

国
民
健
康
保
険
料

７
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
７
期

介
護
保
険
料

７
期

２
固
定
資
産
税

４
期

国
民
健
康
保
険
料

８
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
８
期

介
護
保
険
料

８
期

納
入
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　

仕
事
な
ど
で
お
忙
し
い
方
は
、口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。口
座
振
替
は
、納
税
通
知
書
ま

た
は
納
入
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
融
機

関
・
郵
便
局
、各
担
当
係
、ま
た
は
納
税
係
で
手
続

き
で
き
ま
す
。

【
口
座
振
替
の
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

①
納
税
通
知
書
ま
た
は
納
入
通
知
書

②
預
貯
金
通
帳

③
預
貯
金
通
帳
に
使
用
し
て
い
る
印
か
ん

納税についてのお知らせ 【問合先】税務財政課納税係☎②3163

【問合先】総務課総務秘書係☎②318529年度庁舎電話番号表

主
な
業
務
内
容

電
話
番
号

部
署

庁
舎
管
理
、秘
書
、Ｉ
Ｔ
関
係

☎
②
３
１
８
５

総
務
秘
書
係

職
員
採
用
・
進
退
関
係

☎
②
３
１
８
４

職
員
係

戸
籍
、住
民
票
、国
民
年
金
、市
営
バ
ス
関
係

☎
②
３
１
８
７

市
民
年
金
係

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
関
係

☎
②
３
１
８
８

保
険
医
療
係

介
護
保
険
、介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
関
係

☎
②
３
６
１
１

介
護
保
険
係

ご
み
、犬
・
猫
、墓
地
関
係

☎
②
３
１
８
９

環
境
衛
生
係

児
童
扶
養
、保
育
所
、民
生
委
員
、生
活
保
護
関
係

☎
②
３
９
９
５

福
祉
事
務
所

市
政
方
針
、総
合
計
画
、統
計
、広
報
等
関
係

☎
②
３
１
８
２

企
画
調
整
課

地
域
開
発
の
調
整
・
推
進
、移
住
定
住
関
係

政
策
推
進
課

市
民
相
談
、生
活
相
談
、行
政
相
談
、法
律
相
談
関
係
☎
②
３
１
８
３

市
民
相
談
室

財
政
関
係

☎
②
３
１
８
６

財
政
係

市
民
税
・
固
定
資
産
税
関
係

市
税
係

納
税
関
係

☎
②
３
１
６
３

納
税
係

農
業
、林
業
、鳥
獣
保
護
関
係

☎
②
３
９
９
６

農
林
課

商
工
業
、観
光
、労
働
、ジ
オ
パ
ー
ク
関
係

☎
②
３
９
９
７

商
工
観
光
課

市
営
住
宅
関
係

☎
②
３
９
９
８

住
宅
係

道
路
な
ど
の
管
理
、除
排
雪
、土
木･

公
園
事
業
、建

築
確
認
関
係
、工
事
契
約
、ダ
ム
・
道
路
建
設
関
係

☎
②
３
９
９
９

建
築
係

土
木
公
園
係

建
設
管
理
係

水
道
・
下
水
道
関
係

☎
②
３
１
７
８

水
道
課

水
道
・
下
水
道
全
般
の
問
い
合
わ
せ
、申
し
込
み
、

支
払
い
関
係

☎
②
４
０
０
１

三
笠
市
上
下
水
道

お
客
様
セ
ン
タ
ー

公
金
な
ど
の
出
納
・
管
理
関
係

☎
②
３
１
７
９

会
計
課

市
議
会
関
係

☎
②
３
１
９
４

議
会
事
務
局

各
種
選
挙
関
係

☎
②
３
１
９
５

選
挙
管
理
委
員
会

各
種
監
査
関
係

☎
②
３
１
９
７

監
査
委
員
事
務
局

農
地
関
係

☎
②
３
１
９
６

農
業
委
員
会

障
が
い
者
福
祉
、高
齢
者
福
祉
、保
健
指
導
関
係

☎
③
２
０
１
０

保
健
福
祉
課

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、保
険
・
医
療
・

福
祉
の
総
合
的
な
相
談
お
よ
び
支
援
等
関
係

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

学
校
教
育
、教
育
委
員
会
関
係

☎
②
２
１
９
７

学
校
教
育
課

高
校
生
レ
ス
ト
ラ
ン
の
建
設
・
運
営
関
係

高
校
生
レ
ス
ト
ラ

ン
開
設
準
備
室

公
民
館
、文
化
、青
少
年
関
係

☎
②
３
５
９
１

社
会
教
育
課

図
書
の
貸
し
出
し
関
係

☎
②
３
５
１
４

図
書
館

博
物
館
資
料
の
管
理
、展
示
関
係

☎
⑥
７
５
４
５

博
物
館

高
校
関
係

☎
④
２
２
０
０

高
校
事
務
室

医
療
、病
院
の
管
理
関
係

☎
②
３
１
３
１

市
立
病
院

※
土
・
日
曜
日
と
祝
日
、平
日
の
午
後
5
時
か
ら
翌
朝
午
前
8
時
30
分
ま
で
は
市

役
所
当
直
室
に
つ
な
が
り
ま
す
。（
保
健
福
祉
課
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、学

校
教
育
課
、社
会
教
育
課
、図
書
館
、博
物
館
、高
校
事
務
室
、市
立
病
院
を
除
く
）
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各種相談案内 【問合先】総務課総務秘書係☎②3185

◆ 生活上の悩み事や相談は
市民相談室☎②3183

◆ 24時間体制の素早い対応・生活相談・火災予防・交通相談は
生活安全センター☎②7777・FAX②2578

◆ 子育ての疑問や悩み事の相談は
子育て支援センター☎②2067

◆ 子供から大人まで健康の疑問や悩みは
ふれあい健康センター☎③2010

◆ いじめ・悩み事・心配事がある小・中・高生、ご家族の方は
青少年育成センター☎②3591

◆ 子どもテレホン相談は
☎②4343

◆ 悪徳商法などの相談は
消費者相談テレホン☎②2189

◆ 家庭の中の小さなことから福祉の事まで
よろず相談所（社会福祉協議会内）☎②3151

◆ 市税などの納入の相談は
税務財政課納税係☎②3163

乳幼児健康相談

【相談日】4月13日、5月11日、6月8日、7
月6日、8月3日、9月7日、10月5日、11月
2日、12月7日、30年1月11日、 2月1日、
3月1日／木曜日

【時間】午前10時～正午
【場所】ふれあい健康センター
【持ち物】母子健康手帳
※相談日を変更する場合があります。
　詳しくは市ホームページまたは直接
お問い合わせください。

【問合先】ふれあい健康センター健康係
☎③2010

　保健師が相談をお受けします。
　身長・体重などの計測も行います。

※1　循環器科の月曜日は第2、第4
　　のみ診療します。

※2　整形外科の乳幼児脱臼検査は、    
　　午前中に行います。

※3　小児科の火曜日と木曜日は、　
　　13:30～14:30に乳幼児予防接種
　　15:00～16:00に小学生以上の予
　　防接種を優先し診療します。

■一般健康診断は、月・火・金曜日の
午前中に行います。

■お薬は院外保険調剤薬局で処方せ
んと引き換えにお受け取りください。
　また、代金は保険調剤薬局にお支
払いください。

■外来診療の詳細は、電話などでお
問い合わせください。

［　］は新規患者の受付時間

区　　分 受付時間 月 火 水 木 金
内　　科
（予約制）

午前 8:30～11:00 ○ ○ ○ ○ ○
午後 1:00～ 2:00 ○ ○ ○ ○ ○

循環器科
（予約制）

午前 8:30～11:00 － － ○ － －

午後 1:00～ 2:00 ○
※1 － ○ － －

外　　科 午前 8:30～11:30 ○ ○ ○ ○ ○
整形外科
（予約制）
※2

午前 8:30～11:00 ○ ○ ○ ○ ○

午後 1:00～ 2:00 － － ○ － －

小 児 科
午前 8:30～11:30 ○ ○ ○ ○ ○

午後 1:30～ 3:00 ○ ○
※3 ○ ○

※3 ○

皮 膚 科 午前 8:30～11:30 ○ － － － ○
泌尿器科 午前 8:30～11:30 ○ － － － ○

耳鼻咽喉科
午前 8:30～11:30

［8:30～11:00］ ○ － － － －

午後 1:00～ 2:30
［1:00～ 2:00］ ○ － － － －

眼　　科
午前 8:30～11:30

［8:30～11:00］ ○ ○ － － ○

午後 1:00～ 2:30
［1:00～ 2:00］ ○ － － － －

精神神経科
午前 8:30～11:30 ○ － － ○ －
午後 1:15～ 4:00 － － － ○ －

市立病院外来診療日程 【問合先】
市立病院医事係☎②3131


